
令和　　　年（ 家イ ）第　　　　　号 　財　産　目　録 令和　　　年　　　月　　　日（作成日）

1 不　　動　　産

所　　在 地番（家屋番号） 地積（床面積）（㎡） （持分） 主張 書証 主張 書証

Ａ１ ２２番３ 165.03

Ａ２ ２２番３
１階　５０．２２
２階　３５．３３

　　　 小計① 3,000,000 10,000,000

2 預　　貯　　金

種類 口座番号 名義人 基準日残高 主張 書証 主張 書証

Ｂ1 定期 9012345 申立人 2,000,000 0 2,000,000 婚姻前の財産 甲３ 裏付け証拠なし

Ｂ２ 通常 10100－12345678 申立人 123,456 123,456 123,456 甲４

Ｂ３ 通常 10100－11112222 長男太郎 100,000 0 100,000 長男の固有資産 甲５ 相手方からの入金、引落あり

　　　 小計② 123,456 2,223,456

3 生　命　保　険

種類 証券番号 契約者 基準日の解約返戻金額 主張 書証 主張 書証

Ｃ１ 終身 1234567890 申立人 2,000,000 1,250,000 2,000,000 婚姻時点の残高75万円を控除 甲６ 婚姻中に残高０となり以後共有財産

Ｃ２ 学資 90－30－22221111 申立人 300,000 0 300,000 申立人の親が保険料を納付。 甲７ 仮に原資は特有財産でも贈与。

Ｃ３ 学資 90－30－22223333 申立人 300,000 300,000 300,000 甲８

　　　  　小計③ 2,600,000 2,600,000

4 有価証券（株券，国債，社債，投資信託等）

種類 銘柄 取扱証券会社 基準日 数量（株） 単価 名義人 主張 書証 主張 書証

Ｄ１ 株式 ○○株式会社 ○○証券○○支店 R○○．○○．○○ 1000 300 申立人 0 300,000 購入原資は婚姻前の預金であ
り、特有財産である。

甲９

甲９からは婚前の財産が原資で
あるかは不明。むしろ乙１４から
は共有財産からの支出がうかが
われる。

乙１４

Ｄ２

　　　  　小計④ 0 300,000

5 自動車

種別 実際の使用者 名義人 主張 書証 主張 書証

Ｅ１ 相手方 申立人 5,000,000 0 相手方に分与で良い。レッドブッ
ク。

甲１２ 取得希望しない。事故車で価値
はない。

乙１５

Ｅ２

　　　  　小計⑤ 5,000,000 0

6 その他の財産（時価評価を受ける債権，物品）

主張 書証 主張 書証

Ｆ１

Ｆ２

　　　  　小計⑥ 0 0

10,723,456 15,123,456

負債の内容 主張 書証 主張 書証

Ｇ１ ▲ 3,000,000 ▲ 3,000,000 甲１０

Ｇ２

債務合計 ▲ 3,000,000 ▲ 3,000,000

合計 7,723,456 12,123,456

1 不　　動　　産

所　　在 地番（家屋番号） 地積（床面積）（㎡） （持分） 主張 書証 主張 書証

a1 １５番６ 218 12,000,000 8,000,000 相手方に分与で良い。
査定書による評価額

甲２１
申立人が取得希望しないなら相
手方取得で良い。固定資産評価
額

乙１、１３

a2

　　　 小計① 12,000,000 8,000,000

2 預　　貯　　金

種類 口座番号 名義人 基準日残高 主張 書証 主張 書証

b1 普通 1234567 相手方 5,654,320 5,654,320 3,654,320 混同している。
右肩上がりで純増していること
は履歴上明らか。よって、婚姻
時点の残高200万円を控除。

乙２

b2 定期 7654321 相手方 2,000,000 2,000,000 2,000,000 乙３

b3

　　　 小計② 7,654,320 5,654,320

3 生　命　保　険

種類 証券番号 契約者 基準日の解約返戻金額 主張 書証 主張 書証

c1 養老 90－30－01234567 相手方 1,000,000 1,000,000 1,000,000 乙４

c2

c3

　　　  　小計③ 1,000,000 1,000,000

4 有価証券（株券，国債，社債，投資信託等）

種類 銘柄 取扱証券会社 基準日 数量（株） 単価 名義人 主張 書証 主張 書証

d1 投資信託 ××ファンド ××証券××支店 R○○．○○．○○ 100口 相手方 2,000,000 2,000,000 口頭弁論終結時の価格によらず
左記の評価で合意。

乙５

d2 株式 ○○商事 ○○証券○○支店 R○○．○○．○○ 1,000 1,500 相手方 1,500,000 1,500,000 乙６

d3 株式 △△食品 △△証券△△支店 R××．××．× 500 相手方 600,000 400,000 （数量）５００株×（基準日時点の
単価）１２００円＝600,000円

甲１３

100株は相手方の父から相続し
たものであり、特有財産である。
（数量）４００株×（令和○年○月
○日時点の単価）１０００円＝
400,000円

乙７

　　　  　小計④ 4,100,000 3,900,000

5 自動車

種別 実際の使用者 名義人 主張 書証 主張 書証

e1 小型 申立人 相手方 800,000 1,000,000

相手方に分与で良い。
査定額：争わない
購入金額：300万円
購入時の申立人所有車（婚前）
下取り価格60万円

取得希望。下取りの証拠はない。 乙８

e2

　　　  　小計⑤ 800,000 1,000,000

6 その他の財産（時価評価を受ける債権，物品）

主張 書証 主張 書証

f1 8,000,000 8,000,000

婚姻時：勤続７年
基準時：勤続２１年
基準時の自己都合退職金1200
万円

計算式：1200万円×１４年÷２１
年＝８００万円

乙９

f2

　　　  　小計⑥ 8,000,000 8,000,000

33,554,320 27,554,320

負債の内容 主張 書証 主張 書証

ｇ１ 700,000 700,000 乙１０

g2

債務合計 ▲ 700,000 ▲ 700,000

合計 32,854,320 26,854,320

財産分与額（参考） 12,565,432 7,365,432

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行

申立人主張の金額 相手方主張の金額
申立人の主張

甲１、２、
１１

作成者

令和　　　年　　　月　　　日（婚姻日）
令和　　　年　　　月　　　日（基準日）

第１　申立人帰属の資産・負債

（積極財産）

申立人主張の金額 相手方主張の金額
申立人の主張 相手方の主張

地目（種類・構造）

相手方取得希望。

・購入金額　争わない。
・申立人の親の贈与　証拠なし。
争う。
・評価額
　①固定資産評価額
　②①によらない場合でも1000
万円（乙１査定書）

甲１１
乙１

名古屋市○○区○○町１丁目２２番地３ 居宅、木造瓦葺２階建

申立人主張の金額 相手方主張の金額

記載例

申立人の主張 相手方の主張

金融機関（支店）

名古屋市○○区○○町１丁目 宅地

3,000,000 10,000,000

申立人取得希望。

・購入金額2000万円
・申立人の親からの贈与額1500
万円
・査定額1200万円（甲１１）

計算式：1200万×（2000万円－
1500万円）÷2000万円＝300万
円

・詳細は準備書面２参照。

申立人主張の金額 相手方主張の金額
申立人の主張 相手方の主張

自動車登録番号 メーカー・車名

相手方の主張

保険会社名

○△生命保険

かんぽ生命保険

かんぽ生命保険

申立人主張の金額 相手方主張の金額
申立人の主張 相手方の主張

○×銀行△支店

申立人の主張 相手方の主張

財産名 名義人

名古屋○○た○○○○ レクサス

申立人主張の金額 相手方主張の金額

申立人の主張 相手方の主張

債権者名 名義人

住宅金融支援機構 Ａ１、Ａ２の住宅ローン 申立人

総合計（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

（消極財産）
申立人主張の金額 相手方主張の金額

相手方の主張

金融機関（支店）

相手方主張の金額
申立人の主張 相手方の主張

地目（種類・構造）

名古屋市○○区○○町２丁目 宅地

第２　相手方帰属の資産・負債

（積極財産）

申立人主張の金額

○○銀行△支店

○○銀行△支店

申立人主張の金額 相手方主張の金額
申立人の主張

申立人主張の金額 相手方主張の金額
申立人の主張

相手方の主張

自動車登録番号 メーカー・車名

相手方の主張

保険会社名

かんぽ生命保険

申立人主張の金額 相手方主張の金額
申立人の主張 相手方の主張

名古屋○○む○○○○ トヨタ・プリウス

申立人主張の金額 相手方主張の金額

申立人主張の金額 相手方主張の金額
申立人の主張

総合計（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

（消極財産）
申立人主張の金額 相手方主張の金額

申立人の主張 相手方の主張

財産名 名義人

退職金（株式会社△△商事） 相手方

申立人の主張 相手方の主張

債権者名 名義人

○×ファイナンス ｅ1の自動車ローン 相手方
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